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○北杜市三分一湧水館条例施行規則 

平成１９年９月３日 

規則第３８号 

改正 平成２３年７月１日規則第１７号 

令和４年２月１８日規則第２号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、北杜市三分一湧水館条例（平成１７年北杜市条例第５７号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（資料の閲覧及び撮影） 

第２条 条例第８条第２項の規定による北杜市三分一湧水館（以下「湧水館」とい

う。）に保管されている資料等を閲覧し、又は展示及び保管されている資料等を

撮影しようとする者は、資料閲覧（撮影）申請書（様式第１号）を市長に提出し、

許可を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により申請書の提出があった場合において、許可を決定し

たときは、当該申請を行った者に対し、資料閲覧（撮影）許可書（様式第２号）

を交付するものとする。 

（展望ホール等の利用許可） 

第３条 条例第９条第１項の規定による展望ホール、加工施設又は販売施設の利用

許可を受けようとする者は、施設利用許可申請書（様式第３号）を市長に提出し

なければならない。 

２ 市長は、前項の規定により申請書の提出があった場合において、許可を決定し

たときは、当該申請を行った者に対し、速やかに施設利用許可書（様式第４号）

を交付するものとする。 

（使用料の減免） 

第４条 条例第１２条の規定による観覧料及び使用料（以下「使用料等」という。）

の減額又は免除に係る公益上必要があると認める場合は、次の各号に掲げるとこ

ろによるものとし、減額又は免除の額は、当該各号に掲げる額とする。 

(１) 市内の小学校、中学校の児童、生徒が引率者とともに教育課程に基づく教

育活動として観覧するとき、又は市内の小学校、中学校の児童、生徒が北杜市
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立小・中学校管理規則（平成１６年北杜市教育委員会規則第１４号）第４条に

定める休業日等に観覧するとき 条例別表に定める額の全額 

(２) 身体障害者手帳及び療育手帳を有する者が観覧するとき 条例別表に定め

る額の２分の１に相当する額 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき 条例

別表に定める額のうち市長が認める額 

２ 前項第２号に該当するものを除き、使用料等の減免を受けようとする者は、あ

らかじめ使用料等減免申請書（様式第５号）を市長に提出し、その承認を受けな

ければならない。 

３ 市長は、前項の規定により減額又は免除を承認したときは、当該申請を行った

者に対し、使用料等減免承認書（様式第６号）を交付するものとする。 

４ 第１項第２号に該当する者の確認は、身体障害者手帳及び療育手帳により行う

ものとする。 

（使用料等の還付） 

第５条 条例第１３条ただし書の規定により、使用料等を還付することができる場

合は、次の各号に掲げるものとする。 

(１) 災害その他不可抗力により、観覧及び利用ができなくなったとき。 

(２) 管理運営上の都合により、観覧及び利用ができなくなったとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 

２ 使用料等の還付を受けようとする者は、使用料等還付申請書（様式第７号）に

観覧券又は現金領収書を添えて市長に提出しなければならない。 

（入館者の遵守事項） 

第６条 湧水館の展示資料館に入館した者（以下「入館者」という。）は、次の各

号に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限

りではない。 

(１) 展示品に触れないこと。 

(２) 展示品の近くでインキ、墨等を使用しないこと。 

(３) 展示資料館の施設若しくは設備をき損し、又は汚損しないこと。 

(４) 許可を受けないで展示品の模造、模写又は撮影をしないこと。 
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(５) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。 

(６) 他人に迷惑を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。 

(７) 展示資料館施設内の秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。 

(８) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項 

（損傷等の届出） 

第７条 利用者は、施設、設備又は器具を汚損し、又は破損したときは、直ちにそ

の旨を市長に届け出なければならない。 

（指定管理者による管理） 

第８条 条例第１４条第１項の規定により、湧水館の管理を指定管理者に行わせる

場合におけるこの規則の適用については、第２条、第３条、第４条第２項及び第

３項、第５条第２項、第６条並びに第７条の規定中「市長」とあるのは「指定管

理者」と、第４条、第５条、様式第３号及び様式第４号の規定中「使用料」とあ

るのは「利用料金」と、第４条の規定中「条例第１２条」とあるのは「条例第１

８条」と、第５条の規定中「条例第１３条」とあるのは「条例第１９条」と、第

９条の規定中「市長が」とあるのは「市長と指定管理者が協議して」と、様式第

１号から様式第７号までの規定中「北杜市長」とあるのは「指定管理者」と、様

式第３号及び様式第４号の規定中「北杜市記入欄」とあるのは「指定管理者記入

欄」と、様式第５号の規定中「使用料等減免申請書」とあるのは「利用料金等減

免申請書」と、様式第５号から様式第７号までの規定中「使用料等」とあるのは

「利用料等」と、様式第６号の規定中「使用料等減免承認書」とあるのは「利用

料金等減免承認書」と、様式第７号の規定中「使用料等還付申請書」とあるのは

「利用料金等還付申請書」と読み替えるものとする。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（長坂町立三分一湧水館設置及び管理に関する条例施行規則の廃止） 

２ 長坂町立三分一湧水館設置及び管理に関する条例施行規則（平成１５年長坂町
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規則第１号）は、廃止する。 

（長坂町立三分一湧水館運営協議会規則の廃止） 

３ 長坂町立三分一湧水館運営協議会規則（平成１５年長坂町規則第２号）は、廃

止する。 

附 則（平成２３年７月１日規則第１７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年２月１８日規則第２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成さ

れている用紙は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定にかかわらず、当分の間、

使用することができる。 
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